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１
．
算
定
会
料
率

制
度
の
改
革

　（
１
）
損
害
保
険
料
率
制

度
の
自
由
化

　
自
動
車
保
険
料
率
算
定
会

お
よ
び
損
害
保
険
料
率
算
定

会
は
、
い
ず
れ
も
損
害
保
険

料
率
算
出
団
体
に
関
す
る
法

律
（
１
９
４
８
年
７
月
29
日

制
定
、以
下「
料
率
団
体
法
」

と
い
う
）
に
基
づ
く
組
織
で

あ
り
、両
算
定
会
の
業
務
は
、

設
立
当
初
か
ら
、
独
占
禁
止

法
の
適
用
除
外
等
に
関
す
る

法
律（
以
下「
適
用
除
外
法
」

と
い
う
）に
よ
り
、独
占
禁
止

法
の
適
用
除
外
と
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
の
法
令
に
基
づ

き
、
自
由
化
以
前
は
、
自
動

車
保
険
、
火
災
保
険
お
よ
び

傷
害
保
険
の
保
険
料
率
は
、

付
加
保
険
料
率
を
含
め
両
算

定
会
が
算
出
し
、
損
害
保
険

会
社
は
、
基
準
と
な
る
保
険

料
率
を
ベ
ー
ス
に
保
険
商
品

を
開
発
し
、
消
費
者
ニ
ー
ズ

に
応
え
て
き
た
。

　
初
期
の
規
制
緩
和
・
自
由

化
の
流
れ
は
、
料
率
団
体
法

の
改
正
（
１
９
９
６
年
４
月

１
日
施
行
）
に
よ
り
、
両
算

定
会
が
算
出
し
た
純
保
険
料

率
の
使
用
を
維
持
し
つ
つ
、

付
加
保
険
料
率
に
つ
い
て
は

ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
レ
ー
ト

と
し
て
保
険
料
率
の
弾
力
的

運
用
を
図
る
と
と
も
に
、
一

定
分
野
（
企
業
分
野
の
火
災

保
険
）
で
新
た
な
保
険
料
率

制
度
（
特
定
料
率
制
度
）
が

導
入
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
日
米
保
険
協
議

の
１
９
９
６
年
合
意
に
よ
っ

て
、算
定
会
料
率
の
使
用
義
務

が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
法
（
一

部
を
除
き
１
９
９
８
年
12
月

１
日
施
行
）
の
１
つ
に
料
率

団
体
法
の
改
正
が
含
ま
れ
た

（
料
率
団
体
法
改
正
は
１
９

９
８
年
７
月
１
日
施
行
）。

　
算
定
会
料
率
の
使
用
義
務

の
廃
止
に
伴
い
、
算
定
会
が

算
出
す
る
自
動
車
保
険
、
火

災
保
険
、
傷
害
保
険
等
の
保

険
料
率
は
、
会
員
会
社
に
使

用
義
務
の
な
い
参
考
純
率
と

さ
れ
、
自
賠
責
保
険
、
地
震

保
険
に
つ
い
て
は
会
員
会
社

に
使
用
義
務
の
な
い
基
準
料

率（
付
加
保
険
料
率
を
含
む
）

と
さ
れ
た
（
表
１
）
。

　（
２
）
両
算
定
会
の
業
務

の
変
化

　
改
正
料
率
団
体
法
（
１
９

９
８
年
７
月
１
日
施
行
）
に

基
づ
く
参
考
純
率
お
よ
び
基

準
料
率
は
、
と
も
に
ア
ド

バ
イ
ザ
リ
ー
・
レ
ー
ト
と

し
て
会
員
会
社
に
提
供
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
両

算
定
会
が
参
考
純
率
を
会

員
会
社
に
提
供
す
る
に
あ

た
っ
て
は
、
特
に
、
算
定

会
業
務
の
法
的
安
定
性
の

確
保
が
不
可
欠
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
料
率
団
体
法

に
独
占
禁
止
法
適
用
除
外

規
定
と
と
も
に
両
算
定
会

の
業
務
範
囲
に
関
す
る
規

定
が
設
け
ら
れ
た
。

　
監
督
官
庁
と
公
正
取
引

委
員
会
の
間
で
確
認
さ
れ

た
業
務
範
囲
に
は
、
参
考

純
率
お
よ
び
基
準
料
率
の
算

出
・
提
供
の
他
、
算
出
の
前

提
条
件
と
な
る
標
準
的
な
引

受
条
件
、
保
険
統
計
の
作
成

お
よ
び
標
準
約
款
の
作
成
が

含
ま
れ
た
。

　
そ
の
後
、
自
動
車
保
険
料

率
算
定
会
と
損
害
保
険
料
率

算
定
会
は
統
合
し
て
損
害
保

険
料
率
算
出
機
構
と
な
っ
た

（
２
０
０
２
年
７
月
１
日
）。

　（
３
）
付
加
保
険
料
率
認

可
制
の
廃
止

　
参
考
純
率
の
保
険
種
類
に

関
し
て
、
従
前
の
保
険
業
法

施
行
規
則
で
は
、
保
険
料
及

び
責
任
準
備
金
の
算
出
方
法

書
へ
の
記
載
と
し
て
、
予
定

損
害
率
に
関
す
る
事
項
お
よ

び
予
定
事
業
費
率
に
関
す
る

事
項
を
記
載
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
た
が
、
改
正
後
は
、

純
保
険
料
に
関
す
る
事
項
の

み
の
記
載
へ
と
変
更
さ
れ

（
２
０
０
６
年
４
月
１
日
施

行
）
、
損
害
保
険
各
社
が
算

出
す
る
付
加
保
険
料
率
に
関

し
て
は
監
督
当
局
の
認
可
が

不
要
に
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
「
保
険
会
社
向
け

の
総
合
的
な
監
督
指
針
」
に

お
い
て
、
付
加
保
険
料
算
出

に
お
け
る
留
意
事
項
等
が
明

記
さ
れ
た
。

２
．
規
制
緩
和
・
自

由
化
に
よ
る
新
し
い

保
険
商
品
の
誕
生

　（
１
）
規
制
緩
和

・
自
由
化
に
よ
る
保

険
商
品
の
変
化

　
１
９
９
０
年
代
後

半
か
ら
２
０
０
０
年

代
初
頭
に
か
け
て
、

多
様
な
保
険
商
品
や

サ
ー
ビ
ス
が
開
発
さ

れ
た
。

　
損
害
保
険
各
社
は
、
リ
ス

ク
細
分
型
自
動
車
保
険
の
発

売
、
エ
コ
カ
ー
割
引
を
は
じ

め
と
す
る
保
険
料
割
引
制
度

の
導
入
の
他
、
人
身
傷
害
保

険
等
の
新
た
な
保
険
商
品
の

開
発
や
火
災
保
険
の
補
償
範

囲
の
拡
大
等
、
契
約
者
ニ
ー

ズ
を
踏
ま
え
た
補
償
の
提
供

が
促
進
さ
れ
た
。

　
さ
ら
に
、
単
品
の
が
ん
保

険
や
医
療
保
険
の
販
売
、
ま

た
、
ロ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
や
事

故
受
付
の
24
時
間
化
等
の
新

た
な
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
提
供

も
始
ま
っ
た
。

　（
２
）
リ
ス
ク
細
分
型
自

動
車
保
険
の
登
場

　
リ
ス
ク
細
分
型
自
動
車
保

険
は
、
年
齢
、
運
転
歴
、
年

間
走
行
距
離
、
そ
の
他
自
動

車
の
使
用
状
況
等
、
リ
ス
ク

を
細
分
化
し
て
保
険
設
計
が

で
き
る
新
し
い
形
態
の
自
動

車
保
険
で
、
日
米
保
険
協
議

の
１
９
９
６
年
合
意
の
翌
年

に
発
売
さ
れ
た
（
１
９
９
７

年
９
月
１
日
）
。

　
リ
ス
ク
細
分
型
自
動
車
保

険
の
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、

保
険
契
約
者
間
の
保
険
料
格

差
が
拡
大
し
、
リ
ス
ク
の
高

い
保
険
契
約
者
の
保
険
料
が

高
騰
す
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た

た
め
、
自
動
車
保
険
の
有
す

る
被
害
者
救
済
機
能
等
の
観

点
か
ら
、
保
険
料
率
を
細
分

化
す
る
場
合
の
基
本
的
考
え

方
を
定
め
た
事
務
連
絡

「
『
リ
ス
ク
細
分
型
自
動
車

保
険
』
の
取
扱
い
に
関
す
る

留
意
事
項
等
に
つ
い
て
」
が

大
蔵
省
か
ら
示
さ
れ
た
（
１

９
９
７
年
６
月
30
日
）
。

　
な
お
、
本
事
務
連
絡
に
記

載
さ
れ
た
趣
旨
は
、そ
の
後
、

保
険
業
法
施
行
規
則
に
一
定

の
条
件
と
し
て
定
め
ら
れ
た

（
１
９
９
８
年
６
月
８
日
）。

　（
３
）
新
た
な
自
動
車
保

険
・
特
約
の
開
発

　
損
害
保
険
各
社
は
、
規
制

緩
和
・
自
由
化
競
争
が
進
展

す
る
中
で
独
自
性
を
打
ち
出

す
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
補
償

や
サ
ー
ビ
ス
を
開
発
し
た
。

特
に
、
自
動
車
保
険
分
野
に

お
い
て
多
数
の
特
約
が
開
発

さ
れ
、
そ
の
中
に
は
、
現
在

で
は
一
般
的
と
な
っ
た
人
身

傷
害
保
険
（
１
９
９
８
年
10

月
発
売
）
、
対
物
臨
時
費
用

補
償
特
約
や
対
物
超
過
修
理

費
用
特
約
な
ど
が
あ
る
。

　（
４
）
自
動
車
保
険
以
外

の
新
た
な
保
険・特
約
の
開
発

　
自
動
車
保
険
以
外
の
分
野

に
お
い
て
も
、
補
償
範
囲
の

拡
大
や
特
約
が
開
発
さ
れ
た
。

自
由
化
前
は
、個
人
向
け
の

火
災
保
険
と
い
え
ば
、
基
本

的
に
は
損
害
保
険
各
社
同
一

の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
で
あ
っ
た
。

算
定
会
料
率
の
使
用
義
務
の

廃
止
（
１
９
９
８
年
７
月
）

以
降
は
、
例
え
ば
、
従
来
の

水
災
補
償
に
お
け
る
70
％
縮

小
て
ん
補
を
１
０
０
％
払
い

に
す
る
等
、
補
償
範
囲
が
拡

大
さ
れ
た
他
、
建
物
や
家
財

が
火
災
や
水
災
等
以
外
の
偶

然
な
事
故
で
破
損
・
汚
損
し

た
場
合
も
補
償
す
る
な
ど
、

補
償
範
囲
を
広
げ
た
火
災
保

険
が
オ
ー
ル
リ
ス
ク
型
保
険

と
し
て
発
売
さ
れ
た
。

　
な
お
、
企
業
分
野
に
つ
い

て
は
、
さ
ら
に
自
由
化
が
進

展
し
た
。
届
出
制
に
つ
い
て

は
、
改
正
保
険
業
法
（
１
９

９
６
年
４
月
１
日
施
行
）
第

１
２
３
条
（
事
業
方
法
書
等

に
定
め
た
事
項
の
変
更
）
第

２
項
に
規
定
さ
れ
、
保
険
契

約
者
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ

れ
が
少
な
い
と
さ
れ
た
海
上

保
険
、航
空
保
険
、各
種
信
用

保
険
等
が
対
象
に
な
っ
た
。

　
届
出
制
の
対
象
範
囲
は
、

そ
の
後
、
す
べ
て
の
企
業
向

け
損
害
保
険
と
な
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
企
業
分
野
に

お
け
る
届
出
制
の
対
象
種
目

に
特
約
を
付
帯
し
よ
う
と
す

る
際
に
は
、
届
出
を
し
な
い

で
特
約
を
新
設
・
変
更
で
き

る
と
す
る
特
約
自
由
方
式
が

導
入
さ
れ
た
（
１
９
９
８
年

１
月
）
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
顧
客
企

業
そ
れ
ぞ
れ
の
ニ
ー
ズ
に
マ

ッ
チ
し
た
補
償
を
提
供
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

３
．元
受
正
味
保
険

料
、損
害
率
・
事
業

費
率
・
コ
ン
バ
イ
ン

ド
レ
シ
オ
の
推
移

　（
１
）
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
と
元

受
正
味
保
険
料
の
推
移

　
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
、
１
９
８

５
年
度
～
１
９
９
１
年
度
ま

で
は
年
４
％
以
上
の
成
長
を

続
け
た
が
、
１
９
９
２
年
度

以
降
は
減
速
に
転
じ
、
１
９

９
７
年
度
を
ピ
ー
ク
に
停
滞

し
、
２
０
１
５
年
度
に
お
い

て
も
５
０
１
兆
円
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。

　
元
受
正
味
保
険
料
も
、
１

９
８
５
年
度
以
降
（
除
く
１

９
８
７
年
度
、
１
９
９
２
年

度
）、
成
長
を
続
け
た
が
、１

９
９
６
年
度
を
ピ
ー
ク
に
減

少
に
転
じ
、
２
０
１
０
年
度

ま
で
（
除
く
２
０
０
２
年

度
）
は
マ
イ
ナ
ス
成
長
を
続

け
た
。
そ
の
後
プ
ラ
ス
に
転

じ
、
２
０
１
５
年
度
に
お
い

て
は
、
１
９
９
０
年
代
前
半

の
水
準
に
回
復
し
て
い
る
。

　
最
大
種
目
の
自
動
車
保
険

の
元
受
正
味
保
険
料
は
、
１

９
８
５
年
度
以
降
、
増
加
傾

向
が
続
き
、
２
０
１
５
年
度

は
、
１
９
８
５
年
度
比
で
１

５
２
％
増
と
な
っ
て
い
る

（
表
１
）
。

　（
２
）
損
害
率
・
事
業
費

率
・
コ
ン
バ
イ
ン
ド
レ
シ
オ

の
推
移

　
全
種
目
合
計
の
損
害
率

（
正
味
収
入
保
険
料
、
損
害

調
査
費
を
含
む
正
味
支
払
保

険
金
ベ
ー
ス
、
以
下
同
様
）

は
、
１
９
８
５
年
度
～
２
０

０
３
年
度
ま
で
（
除
く
１
９

９
１
年
度
）
は
60
％
未
満
を

維
持
し
て
い
た
が
、
２
０
０

４
年
度
以
降
は
、
自
動
車
保

険
の
損
害
率
の
上
昇
な
ど
の

影
響
も
あ
っ
て
60
％
台
と
な

り
、
東
日
本
大
震
災
や
タ
イ

で
大
洪
水
が
発
生
し
た
２
０

１
１
年
度
に
は
83
・
４
％
と

な
っ
た
。

　
全
種
目
合
計
の
損
害
率

は
、
巨
大
な
自
然
災
害
の
発

生
に
よ
り
大
き
く
左
右
さ
れ

る
が
、
基
本
的
に
は
、
最
大

種
目
で
あ
る
自
動
車
保
険
の

損
害
率
の
影
響
を
受
け
る
傾

向
に
あ
る
。
自
動
車
保
険
の

損
害
率
は
、
１
９
８
５
年
度

以
降
、
60
％
前
後
の
水
準
で

比
較
的
安
定
的
に
推
移
し
て

き
た
が
、
２
０
０
６
年
度
～

２
０
１
２
年
度
は
60
％
台
後

半
か
ら
70
％
台
の
高
水
準
と

な
り
、
２
０
１
０
年
度
に
は

71
・
４
％
に
達
し
た
。
そ
の

後
、
等
級
割
増
引
制
度
の
改

定
（
２
０
１
１
年
10
月
）
、

保
険
料
率
の
引
き
上
げ
等
に

よ
り
下
降
傾
向
を
た
ど
り
、

２
０
１
５
年
度
は
59
・
８
％

ま
で
低
下
し
た
。

　
事
業
費
率
は
、
２
０
０
２

年
度
以
降
は
業
務
の
効
率
化

や
合
併
効
果
等
も
あ
り
、
35

％
を
下
回
る
状
況
が
定
着

し
、２
０
１
５
年
度
に
は
32
・

１
％
ま
で
低
下
し
て
い
る
。

な
お
、
２
０
０
８
年
度
と
２

０
０
９
年
度
は
、
付
随
的
な

保
険
金
支
払
い
漏
れ
対
応
等

に
よ
る
業
務
の
見
直
し
、
事

務
処
理
や
シ
ス
テ
ム
改
定
な

ど
の
影
響
も
あ
り
、
35
％
を

超
え
て
い
た
。

　
コ
ン
バ
イ
ン
ド
レ
シ
オ

は
、
１
９
８
５
年
度
～
２
０

０
７
年
度
ま
で
は
、
85
％
台

か
ら
最
大
で
も
98
％
台
の
範

囲
で
推
移
し
て
い
た
が
、
２

０
０
８
年
度
～
２
０
１
２
年

度
に
か
け
て
は
１
０
０
％
を

超
え
る
状
況
に
な
っ
た
。
し

か
し
、
自
動
車
保
険
の
収
支

改
善
が
図
ら
れ
、
２
０
１
５

年
度
は
92
％
ま
で
低
下
し
て

い
る
（
表
２
）
。（

つ
づ
く
）

◇

　【
文
責
：
日
本
損
害
保
険

協
会
】

　
本
特
集
で
は
、
日
本
損
害
保
険
協
会
が
創
立
１
０
０
周
年
に
あ
た
り
刊
行
し
た
「
日
本
損
害
保
険
協
会
百
年
史
」
を

も
と
に
、
同
協
会
の
歩
み
を
紹
介
し
て
い
る
。
第
７
回
の
今
回
は
、
前
回
に
引
き
続
き
、
１
９
９
０
年
代
後
半
以
降
の

保
険
商
品
・
料
率
の
自
由
化
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

損保協会作成の記念ロゴ

特
集
　 

損
保
協
会  

～
１
０
０
年
の
あ
ゆ
み
～

保
険
商
品
・
料
率
の
自
由
化
②

―
料
率
制
度
の
自
由
化
と
新
た
な
保
険
商
品
等
の
開
発
―

【第７回】

表１　名目GDPと元受正味保険料の推移

表２　損害率の推移（全種目および自動車保険）
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